
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

月 曜 日

号
外
第
五
十
二
号

　

令
和
二
年

十
二
月
十
四
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

七

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号

　

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

二

第 7号様式（第１４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

三

　
　

第
九
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
一
号
様
式
中
「８
　

開
設
し
よ
う
と
す
る
理
容
所
と
同
一
の
場
所
で
美
容
師
法

（昭
和
３
２
年

法
律
第
１
６
３
号

）第
１
１
条
第
１
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合

（７
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き、

当
該
届
出
を
当
該
理
容
所
の
開
設
の
届
出
と
同
時
に
行
う
場
合
を
含
む

。
）は、

当
該
美
容
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「８
　

開
設
し
よ
う
と
す
る
理
容
所
と
同
一
の
場
所
で
美
容
師
法

（昭
和
３

　

開
設
予
定
年
月
日

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９

　

営
業
の
譲
渡
者
の
氏
名

　

２
年
法
律
第
１
６
３
号

）第
１
１
条
第
1
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合

（７
に
該
当
す
る
場
合
を

　

除
き、
当
該
届
出
を
当
該
理
容
所
の
開
設
の
届
出
と
同
時
に
行
う
場
合
を
含
む

。
）は、
当
該
美
容

　
所
の
開
設
予
定
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
注
１
	
　
申
請
者
が
申
請
に
係
る
営
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は、
２
か
ら
５
ま
で、
７
及

び
８
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　

２
	
　
理
容
師
に
つ
い
て
は、
結
核、
皮
膚
疾
患
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
伝
染
性
疾

病
の
有
無
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　

３
	
　
理
容
師
法
第
１
１
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
理
容
所
に
つ
い
て
は、
当
該
理
容
所
の

管
理
理
容
師
が
同
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ

と

。

　
　
　

４
	
　
注
１
に
よ
り
記
載
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は、
９
に
記
載
の
上、
営
業
を
譲
り
受
け

た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　

第
五
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

山
梨
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
一
号
様
式
中
「８

　

開
設
し
よ
う
と
す
る
美
容
所
と
同
一
の
場
所
で
理
容
師
法

（昭
和
２
２
年

法
律
第
２
３
４
号

）第
１
１
条
第
１
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合

（７
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き、

当
該
届
出
を
当
該
美
容
所
の
開
設
の
届
出
と
同
時
に
行
う
場
合
を
含
む

。
）は、

当
該
理
容
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「８

　

開
設
し
よ
う
と
す
る
美
容
所
と
同
一
の
場
所
で
理
容
師
法

（昭
和
２

　

開
設
予
定
年
月
日

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９

　

営
業
の
譲
渡
者
の
氏
名

　

２
年
法
律
第
２
３
４
号

）第
１
１
条
第
１
項
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合

（７
に
該
当
す
る
場
合
を

　

除
き、
当
該
届
出
を
当
該
美
容
所
の
開
設
の
届
出
と
同
時
に
行
う
場
合
を
含
む

。
）は、

当
該
理
容

　

所
の
開
設
予
定
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
注
１
	
　
申
請
者
が
申
請
に
係
る
営
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は、
２
か
ら
５
ま
で、
７
及

び
８
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　
２
	
　
美
容
師
に
つ
い
て
は、
結
核、
皮
膚
疾
患
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
伝
染
性
疾

病
の
有
無
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　

３
	
　
美
容
師
法
第
１
２
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
美
容
所
に
つ
い
て
は、
当
該
美
容
所
の
管

理
美
容
師
が
同
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　

４
	
　
注
１
に
よ
り
記
載
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は、
９
に
記
載
の
上、
営
業
を
譲
り
受
け

た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　

第
五
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

四
条　

山
梨
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「６

　

旅
館
業
法
第
３
条
第
２
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「６

　

旅
館
業
法
第
３
条
第
２
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該

　

と
き
は、
そ
の
内
容

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

　

営
業
の
譲
渡
者
の
氏
名

　

当
す
る
と
き
は、
そ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
注
１
	　

申
請
者
が
申
請
に
係
る
旅
館
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は、
３
か
ら
５
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　

２

　

法
人
の
場
合
は、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　

３
	　

営
業
施
設
の
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
す
る
図
面
を
添
付
す
る
こ
と

。申
請
者
が
申
請
に

係
る
旅
館
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て、
営
業
施
設
の
構
造
設
備
に
変
更
が
な
い
と
き

は、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　

４
	　
営
業
施
設
の
所
在
地
を
中
心
と
し
て
半
径
１
５
０
メ

ート
ル
以
内
の
図
面

（特
に
学
校
等

と
の
距
離
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

。
）を

添
付
す
る
こ
と

。申
請
者
が
申
請
に

係
る
旅
館
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　

５
	　

注
1
に
よ
り
記
載
を
省
略
し、
又
は
注
３
若
し
く
は
注
４
に
よ
り
添
付
を
省
略
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は、
７
に
記
載
の
上、
旅
館
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る

こ
と

。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

四

　
	　

第
一
号
様
式
の
三
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え

る
。

（
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

五
条　

山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

五

第 1号様式（第８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

六

　　第２号様式（第８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

七

　
　

第
五
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

六
条　

山
梨
県
興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　

年

　
　
　

　
　

第
一
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　

年　
　
　
月　
　
　
日
ま
で

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

　

営
業
の
譲
渡
者
の
氏

　
月　
　
　
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

名

　
　
　
　
　
　

」

　
　
注
１
	　

申
請
者
が
申
請
に
係
る
興
行
場
営
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は、
３
か
ら
５
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　

２

　

法
人
に
あ
つ
て
は、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　

３

　

興
行
場
の
構
造
設
備
の
概
要
に
は
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　

４
	　

注
１
に
よ
り
記
載
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は、
７
に
記
載
の
上、
興
行
場
営
業
を
譲

り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。

　

	　

第
一
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し

」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

七
条　

山
梨
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「５

　

温
泉
の
含
有
物
質
又
は
医
薬
品
等
を
原
料
と
し
た
薬
湯
を
使
用
す
る
公
衆

　
浴
場
に
あ
つ
て
は、
そ
の
含
有
物
質
又
は
医
薬
品
等
の
名
称、
成
分、
用
法、
用
量
及
び
効
能

」
を

　

「５

　

温
泉
の
含
有
物
質
又
は
医
薬
品
等
を
原
料
と
し
た
薬
湯
を
使
用
す
る
公
衆
浴
場
に
あ
つ
て
は、

　
　

６

　

営
業
の
譲
渡
者
の
氏
名

　

そ
の
含
有
物
質
又
は
医
薬
品
等
の
名
称、
成
分、
用
法、
用
量
及
び
効
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

　
　
注
１
	
　
申
請
者
が
申
請
に
係
る
浴
場
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は、
３
か
ら
５
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　
２　

法
人
に
あ
つ
て
は、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
　
３

	

　
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
の
概
要
に
は
構
造
設
備
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ

と

。

　
　
　
４
	
　
注
１
に
よ
り
記
載
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は、
６
に
記
載
の
上、
営
業
を
譲
り
受
け

た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　

第
二
号
様
式
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提

出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
六
号

　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
五
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

四
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

「
第
六
条
第
四
項
又
は
令
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
又
は
令
第
十
五
条
第
二
項
」
に

改
め
る
。

　
　

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

八

第８号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

九

第９号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

一
〇

（
山
梨
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第�
二
条　

山
梨
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「氏　
　
名

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「氏　
　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
　
　

（旧
姓

　
　

第
一
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
年
月
日　
　
　
　
　
年　
　
　
月　
　
　
日
生

」　
　

（通
称
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

			　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「２

　

栄
養
士
の
業
務
に
関
し
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　
　
　

年　
　
　
月　
　
　
日

」

　

た
こ
と
の
有
無

。
（有

の
場
合、
違
反
の
事
実
及
び
年
月
日

）有
・
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「２

　

栄
養
士
の
業
務
に
関
し
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３

　

旧
姓
併
記
の
希
望
の
有
無

。有
・
無

　
の
有
無

。
（有

の
場
合、
違
反
の
事
実
及
び
年
月
日

）有
・
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

一
一

第２号様式（第２条関係）



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
二
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

一
二

																																																																								　
　
　
　
　
　

「氏　
　
名

　
　

第
四
号
様
式
中
「氏　

　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を　

（旧
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（通
称
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）　

に
、
「破

つ
た

」
を
「破

っ
た

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提

出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。


